
屋外広告業者・看板などの広告主の皆さま

看板などの安全点検が義務となります

管理義務者に、広告物または掲出物件の「所有者」及び「占有者」を加え、管理義務
者が不在となることを防止します。
これにより「所有者」「占有者」にも、管理を怠らず、良好な状態に保持すること
が求められます。

橿原市屋外広告物条例を改正しました。改正の内容は、次のとおりです。

※1 所有者︓貸ビル等の所有者、貸看板の所有者など

【簡易広告物︓点検義務から除外される屋外広告物】
はり紙、はり札、広告旗、立看板、アドバルーン、壁面に直接塗装した広告物、その他簡易な広
告物又は掲出物件に類すると認められるもの。簡易広告物であっても、適切な管理は必要です。

① 管理義務者の追加（令和6年10月1日から）

管理及び点検義務者 表示者、設置者、管理者、所有者（※1）、占有者（※2）

※2 占有者︓貸ビル等に表示している広告主、貸看板の広告主など

② 管理義務者の追加（令和6年10月1日から）

簡易広告物を除く全ての屋外広告物を対象に、安全点検が義務となります。
設置の許可が不要な看板（一定規模を超えない自家用広告物など）にも点検の義務があります。

許可更新の申請時には、申請前3ヶ月以内に実施した点検結果を記入した「安全点検
報告書」等の提出が必要となります。

③ 有資格者による安全点検の義務化（令和9年10月1日から）

地上から広告物の上端までの高さが4ｍを超えるものについては、下記の有資格
者による安全点検が必要となります。
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有資格者の一覧

・屋外広告士
・建築士（1級、2級）
・一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び
公益社団法人日本サイン協会が実施する点検
技能講習の修了者



点検の方法について

下記のガイドライン等を参考に状況に応じた点検を実施し、安全点検記録を作成して
ください。また、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイ
ン協会が実施する「屋外広告物点検技能講習」を受講するなどしていただき、点検に
関する知識や技術の向上を図ってください。

点検は、看板業者等へ依頼して実施することも可能です。看板を設置された業者など
にご相談ください。

ガイドライン、安全点検報告書の様式等は、橿原市 都市計画課ホームページ
(https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1024/gyomu/2/2/1/17162.html)から入手可能です。

お問い合わせ
橿原市 都市デザイン部 都市計画課
TEL:0744-32-1126
FAX:0744-20-1528
MAIL:tokei@city.kashihara.nara.jp

●橿原市屋外広告物安全点検ガイドライン

●屋外広告物の安全点検に関する指針（案）（国土交通省）

●オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック（屋外広告物適正化推進委員会）

橿原市 屋外広告物 安全点検 🔍検索
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(https://www.mlit.go.jp/common/001194384.pdf)

(https://cms3rd.smart-
lgov.jp/material/local/1325/files/group/25/anzentenken.pdf)

(https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/content/001518143.pdf)
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